
令和8年度版

このしおりの内容は令和8年4月現在で作成しております。今後、内容が変更になる場合があります。



医療機関等にかかるとき
内　　容 ポイント

医療制度の
運営

●県内の全市町が加入する後期高齢者医
療広域連合が行います。

広域連合は保険料の決定、医療
の給付を行います。

お住まいの市（区）役所・町役場
は各種申請などの受付、資格確認
書等の引き渡し、保険料の徴収、各
種相談などを行います。

対象となる人 ●75歳以上の人 　75歳の誕生日当日から後期高
齢者医療制度の対象となります。

●一定の障がいがあると認定を受けた 
65歳以上75歳未満の人

後期高齢者医療制度に加入した
いときは、申請をして広域連合から
認定を受けることが必要です。

認定の日から後期高齢者医療制
度の対象になります。

この申請は申請日以降いつでも
撤回することができます。

医療機関で
提示するもの

（次のいずれか）

●マイナンバーカード（マイナ保険証）
●資格確認書

保険証利用登録をしたマイナン
バーカード（マイナ保険証）をお持
ちの人は「資格情報のお知らせ」、
お持ちでない人は「資格確認書」が
交付されます。

これから75歳の誕生日になる
人には、75歳の誕生日までに、市

（区）役所・町役場から「資格情報
のお知らせ」または「資格確認書」
が届きます。

既に75歳以上の人には、毎年
７月に市（区）役所・町役場から新
しい「資格情報のお知らせ」または

「資格確認書」が届きます。また
転居等により記載内容に変更が
あった人も新しく交付されます。
※令和8年７月31日（期間が延長

される可能性があります）まで
はマイナ保険証の保有状況に関
わらず「資格確認書」が交付され
ます。

保険料 ●加入する人全員が保険料を納めます。
●年金からの差し引き（特別徴収）や、市
（区）役所•町役場から送られる納付書
で納めてください。

※手続きすることにより口座振替で納めることもできます。

75歳になるまでは保険料の負
担のなかった、会社の健康保険な
どの被用者保険の被扶養者だった
人も新たに保険料を負担すること
になります。

医療費の
自己負担

●医療機関の窓口で支払う金額（自己負
担額）は自己負担割合分となります。

･３割（現役並みⅢ、Ⅱ、Ⅰ）
･２割（一般Ⅱ）
･１割（一般Ⅰ、低所得者Ⅱ、Ⅰ）

医療機関に支払った自己負担額
が「自己負担限度額」を超える場合
は、高額療養費として支給します。
　詳しくは５ページをご覧くださ
い。



医療機関等にかかるとき

〈世帯内の被保険者が 1 名の場合〉
住民税課税所得金額が 28 万円以上（※ 2）で、「年金収入＋その他の合
計所得金額（※ 1）」が 200 万円以上の被保険者

〈世帯内の被保険者が 2 名以上いる場合〉
住民税課税所得金額が 28 万円以上（※ 2）で、世帯内の被保険者の「年金収
入＋その他の合計所得金額（※ 1）」が 320 万円以上の被保険者とその世帯員

※ 1　その他の合計所得金額は、給与所得は給与所得控除後さらに 10 万円を控除した金額で計算します。
※ 2　前年（1 月～ 7 月は前々年）の 12 月 31 日時点で世帯主であって、同じ世帯に下記の人（合計所得金額（給

与所得が含まれている場合は、給与所得については 10 万円を控除した金額（0 円を下回る場合には 0 円とする）
によるものとする）が 38 万円以下である人に限る。）がいる被保険者については、住民税の課税所得金額から
それぞれの金額を控除した金額が対象となります。
•   0 〜 15 歳の人がいる場合・・・   O 〜 15 歳の人 1 人につき 33 万円
• 16 〜 18 歳の人がいる場合・・・16 〜 18 歳の人 1 人につき 12 万円

例：同じ世帯内に10歳の人が1人、15歳の人が1人、18歳の人が1人いた場合に控除される額　33万円×2人＋12万円×1人＝ 78万円

昭和 20 年 1 月 2 日以降に生まれた被保険者が世帯内におり、かつ世帯内の被保険者の旧ただし書所得（総所得金額
等から 43 万円を引いた金額）の合計額が 210 万円以下となった場合は、「一般Ⅰ」または「一般Ⅱ」となります。

申請により3割負担から変更となる場合があります
現役並み所得者（3割負担）でも、❶〜❸のいずれかにあてはまる人は、市（区）役所・町役場の担

当窓ロヘ申請をして、認められるとその翌月から所得の区分が「一般Ⅰ」または「一般Ⅱ」となり、1
割または2割負担となります。

（※2）
（※2）
（※2）

　医療機関等の窓口でマイナ保険証・資格確認書を提示すると、所得の区分に応じた自己
負担額になります。所得の区分は、毎年８月に更新されます。
　マイナ保険証・資格確認書には自己負担割合「１割」、「２割」または「３割」が記載さ
れています。受診する際は忘れずにマイナ保険証・資格確認書を提示してください。

世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得（年金収入は控除額 806,700 円、
給与収入は給与控除後さらに 10 万円を控除して計算）が 0 円となる被保険者



の届け出が必要です

（接骨院・整骨院）の施術を
  受けたとき

マイナ保険証・資格確認書等を使わずに診療を
受けたとき

標準負担額

470円 470円

240円 240円
（90日超で190円）※

240円
（90日超で180円）※

140円 110円 110円

110円 110円 110円

510円 510円
300円

入院したときは、次の標準負担額が自己負担となります。
低所得者Ⅱ・Ⅰの人は、オンライン資格確認に対応していない医療機関への入院の際は、「限

度区分が併記された資格確認書」が必要となりますので、市（区）役所・町役場の担当窓口に申
請し、医療機関に提示してください。

★限度区分の提示がされていないと、入院時の食事代等が減額されません。
★医療機関がオンライン資格確認に対応しておらず、やむを得ない事情で限度区分の提示ができなかったため通常

の費用を支払った場合は、差額の申請をして認められると減額された標準負担額との差額が支給されます。

※過去12か月間で、低所得者Ⅱの期間に90日を超える入院をした場合です。長期該当の申請をし、長期該当と認定
されなければ190円には減額されません。長期該当と認定されると、申請月の翌月から適用となります。

300円。

510円

240円

190円

110円

※



の届け出が必要です

（接骨院・整骨院）の施術を
  受けたとき

マイナ保険証・資格確認書等を使わずに診療を
受けたとき

標準負担額



　同じ月内に医療機関等に支払った自己負担額が一定の金額（『自己負担限度額』といいます）
を超えた場合は、申請により超えた分を『高額療養費』として支給します。
　自己負担限度額は世帯の所得の区分により7種類に分かれており、「外来のみ（個人単位）」は
被保険者ごと、「外来+入院（世帯単位※）」は同じ世帯ごとに計算します。

18,000 円

9,000 円



　同じ月内に医療機関等に支払った自己負担額が一定の金額（『自己負担限度額』といいます）
を超えた場合は、申請により超えた分を『高額療養費』として支給します。
　自己負担限度額は世帯の所得の区分により7種類に分かれており、「外来のみ（個人単位）」は
被保険者ごと、「外来+入院（世帯単位※）」は同じ世帯ごとに計算します。

★所得の区分が低所得者Ⅱ・Ⅰまたは現役並みⅡ・Ⅰの人で、マイナ保険証をお持ちでない人は「限度区分が併記された資
格確認書」、マイナ保険証をお持ちの方で受診する医療機関等がオンライン資格確認に対応していない場合はス
マートフォン等で「マイナポータルの健康保険証情報」を提示することで、それぞれの所得の区分の自己負担限度額
が適用されます。市（区）町の担当窓口にご相談ください。

★厚生労働大臣の指定する特定疾病に関する診療を受ける際の自己負担限度額は、同一の医療機関で入院・外来ごと
１か月１万円です。※「特定疾病療養受療証」等が必要になりますので、市（区）町の担当窓口に申請してください。



特別徴収

　後期高齢者医療制度では、被保険者全員が保険料を納めます。保険料は、医療分と子ど
も・子育て支援金分（以下「子ども分」）それぞれの、被保険者全員が等しく負担する「均等割
額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
　また、保険料率（均等割額と所得割率）は、各都道府県の広域連合ごとに決められます。

納付書や口座振替などで市町へ納めます。
※1年間の保険料を、毎年度8月から3月までの8回
に分けて納めます。

年6回の公的年金支給日に保険料が差し引か
れます。

普通徴収

※医療分・子ども分それぞれの100円未満は切捨てになります。

※年間保険料の上限である賦課限度額は医療分85万円、子ども分2.1万円です。
※医療分と子ども分の合計額が年間保険料になります。

★国民健康保険などの保険料の口座振替は引き継
がれません。（詳しくはお住まいの市（区）町後期
高齢者医療担当課へお問い合わせください。）

医 療 分：51,100円
子ども分： 1,400円

均等割額
×

（旧ただし書所得） 
医 療 分：9.35％
子ども分：0.25％

前年の総所得金額等－４３万円
所得割額

令和8年4月分保険料より「子ども・子育て支援金」がはじまります
・子ども・子育て支援金制度は、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち
合い・連帯の仕組みです。
・支援金は子育て支援の取組に充てられます。
※制度についての詳細は子ども家庭庁のホームページをご確認ください。
　https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin

口座振替に変更可能

9月〜2月（予定）



特別徴収

　後期高齢者医療制度では、被保険者全員が保険料を納めます。保険料は、医療分と子ど
も・子育て支援金分（以下「子ども分」）それぞれの、被保険者全員が等しく負担する「均等割
額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
　また、保険料率（均等割額と所得割率）は、各都道府県の広域連合ごとに決められます。

納付書や口座振替などで市町へ納めます。
※1年間の保険料を、毎年度8月から3月までの8回
に分けて納めます。

年6回の公的年金支給日に保険料が差し引か
れます。

普通徴収

※医療分・子ども分それぞれの100円未満は切捨てになります。

※年間保険料の上限である賦課限度額は医療分85万円、子ども分2.1万円です。
※医療分と子ども分の合計額が年間保険料になります。

★国民健康保険などの保険料の口座振替は引き継
がれません。（詳しくはお住まいの市（区）町後期
高齢者医療担当課へお問い合わせください。）

医 療 分：51,100円
子ども分： 1,400円

均等割額
×

（旧ただし書所得） 
医 療 分：9.35％
子ども分：0.25％

前年の総所得金額等－４３万円
所得割額

令和8年4月分保険料より「子ども・子育て支援金」がはじまります
・子ども・子育て支援金制度は、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち
合い・連帯の仕組みです。
・支援金は子育て支援の取組に充てられます。
※制度についての詳細は子ども家庭庁のホームページをご確認ください。
　https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin

口座振替に変更可能



※医療分・子ども分それぞれの100円未満は切捨てになります。

※医療分+子ども分

※医療分は7.2割軽減

※医療分は7.2割軽減

※医療分+子ども分

※医療分は7.2割軽減

※医療分は7.2割軽減

31

57

被用者保険の被扶養者であった人の軽減措置
　被保険者の資格を取得した日の前日において、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者
であった人は、保険料の所得割額はかからず、資格取得日から２年間は均等割額が５割軽減さ
れます。

1 2

1

1

1 給与所得を有する人（給与収入55万円超）または公的年金等に係る所得を有する人（公的年金等の収入金額60
万円超（65歳未満）または110万円超（65歳以上））（★）の数
公的年金等に係る特別控除（15万円）後は110万円を125万円となるよう読み替えます。なお、給与に専従者控除
のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
2 医療分については、7.2割と読み替えます。

特別の事情がなく保険料の滞納が1年以上続いた場合には、資格確認書を返還していただき、「特別療養
費」用の資格確認書が交付されます。（「特別療養費」用の資格確認書の場合、医療費がいったん全額自己
負担となります）
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発 行

※「特定疾病療養受療証」が交付されている場合は、「マイナ保険証・資格確認書」と一緒に提示してください。
※認印が必要な場合もありますので、事前に市（区）役所・町役場の担当窓口にご確認ください。

資格確認書等取り扱いの注意事項
75 歳を迎えた人には、1人に1枚、資格確認書または資格情報のお知らせが交付されます。
また、資格確認書等は毎年8月に切替えを行うため、7月中に新しい資格確認書等をお届けします。

1 交付されたら記載内容を確認し、誤りがあったら市（区）役所・町役場の担当窓口に届け出てく
ださい。

2 病院に預けずに、いつも手元に保管しておきましょう。

3
診療を受ける際には、資格確認書またはマイナ保険証を医療機関の窓口に提示してください。
※コピーは使えません。
※資格情報のお知らせだけでは受診できません。

4 紛失や破れて使えなくなった場合は、市（区）役所・町役場の担当窓口に届け出て、再交付を受
けてください。

5 資格がなくなった場合、資格確認書は直ちに返却してください。資格情報のお知らせは破棄し
てください。

6 保険料の滞納により、特別療養費用の資格確認書の交付を受けたときは、納付相談や災害・病
気等特別な事情の届出などについて、市（区）役所・町役場担当窓口にご相談ください。


